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収
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五

○
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
…
…
…
…
五

書
の
要
旨
の
公
表選

挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
、
第
七
条
、
第
十
七
条
第
一
項

及
び
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
五
年

二
月
二
十
二
日

号
外
第
九
号

金　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

根
津
和
博
と
山
梨
市
を
「
大
好
き

根
　
津
　
和
　
博

風
　
間
　
正
　
利

山
梨
市
上
神
内
川
一
二
五
九
│
二
│
２
Ｆ
　

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

な
ま
ち
」
に
す
る
会

一
月
二
十
九
日

一
月
二
十
九
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新
　

金
　
子
　
輝
　
樹

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

み
ん
な
の
党
山
梨
県
第
１
区
支
部

旧
　

野
邊
寛
太
郎

一
月
三
十
日

一
月
三
十
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

二

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

忠
山
会

河

内

　

昿

高

村

徳

忠

南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
五
　

平
成
二
十
四
年
　

平
成
二
十
五
年

十
二
月
二
十
七
日
　

一
月
二
十
二
日

民
主
党
山
梨
県
第
１
区
総
支
部

小

沢

鋭

仁

網

野

辰

男

甲
府
市
徳
行
一
│
四
│
五
　
サ
ニ
ー
ビ
ル
ド
ビ
ル
３
Ｆ
　

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

一
月
二
十
三
日
　

二
月
一
日

健
友
会

田

中

健

夫

田

中

健

夫

中
央
市
東
花
輪
三
七
二
　

平
成
二
十
四
年
　

平
成
二
十
五
年

十
二
月
三
十
日
　

二
月
一
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
建
設
産
業
支

甲
府
市
丸
の
内
一
│
一
三
│
七

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

部

旧
　

甲
府
市
丸
の
内
一
│
一
四
│
一
九

一
月
二
十
四
日
　

一
月
三
十
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
第
二
選
挙
区

富
士
吉
田
市
下
吉
田
五
│
二
六
│
一
〇

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

支
部

旧
　

富
士
吉
田
市
下
吉
田
五
│
二
七
│
八

一
月
二
十
八
日
　

一
月
三
十
一
日

新
　

清
　
水
　
寿
　
昌

新
　
井
　
　
　
修

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
二
一
二
二

平
成
二
十
四
年

平
成
二
十
五
年

自
由
民
主
党
明
野
支
部

旧
　

清
　
水
　
正
　
敬

清
　
水
　
寿
　
昌

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
二
〇
四
五

一
月
一
日

二
月
四
日

新
　

渡
　
辺
　
雄
　
司

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

自
由
民
主
党
鳴
沢
村
支
部

旧
　

佐

藤

幸

雄

一
月
三
十
日

二
月
六
日

新
　

甲
斐
市
下
今
井
九
三
三
│
一

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

中
嶋
克
仁
同
志
会

旧
　

北
杜
市
須
玉
町
若
神
子
三
〇
九
四

二
月
一
日

二
月
七
日

新
　

秋
　
山
　
由
　
正

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
舂
米
一
四
九
〇

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
五
年

自
由
民
主
党
増
穂
支
部

旧
　

芦
　
沢
　
益
　
彦

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
最
勝
寺
二
三
四
三

一
月
二
十
七
日

二
月
十
二
日

新
　

遊

佐

　

渚

平
成
二
十
四
年

平
成
二
十
五
年

日
本
栄
養
士
連
盟
山
梨
県
支
部

旧
　

小

林

綾

子

五
月
二
十
五
日

二
月
十
四
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
異
動
届

区
分

氏
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名
　

異
動
年
月
日
　

届
出
年
月
日

新

甲
斐
市
下
今
井
九
三
三
│
一

平
成
二
十
五
年
　

平
成
二
十
五
年

中
　
嶋
　
克
　
仁

中
嶋
克
仁
同
志
会

旧
　

北
杜
市
須
玉
町
若
神
子
三
〇
九
四

二
月
一
日
　

二
月
七
日



山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第

十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

三

政
治
資
金
規
正
法
第
12条

第
１
項

平
成
23年

１
月
１
日
か
ら
平
成
23年

12月
31日

ま
で

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

政
治
団
体
の
名
称
　
　
天
野
弥
一
後
援
会
新
風
会

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
２
４
年
１
０
月
３
０
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
１
）
収
入
総
額

７
５
,０
０
０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

７
５
,０
０
０
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
２
）
支
出
総
額

０
円

（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額

７
５
,０
０
０
円

政
治
団
体
の
名
称
　
　
斉
藤
哲
夫
を
支
援
す
る
哲
会

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
２
４
年
１
０
月
２
３
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
１
）
収
入
総
額

０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

０
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
２
）
支
出
総
額

０
円

（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称
　
　
杉
本
光
男
後
援
会
光
野
会

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
２
４
年
１
２
月
４
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
１
）
収
入
総
額

４
２
０
,０
０
０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

０
円

イ
　
本
年
収
入
額

４
２
０
,０
０
０
円

（
２
）
支
出
総
額

４
０
４
,９
７
３
円

（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額

１
５
,０
２
７
円

２
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

（
１
）
収
入
の
内
訳

イ
　
寄
附

４
２
０
,０
０
０
円

（
ア
）
寄
附

４
２
０
,０
０
０
円

ａ
　
個
人
か
ら
の
寄
附

４
２
０
,０
０
０
円

合
　
計

４
２
０
,０
０
０
円

［
寄
附
の
内
訳
］

ア
　
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金
　
　
額
）

（
住
　
　
所
）

杉
本
　
光
男

４
２
０
,０
０
０
円

都
留
市

小
　
計

４
２
０
,０
０
０
円

（
２
）
支
出
の
内
訳

ア
　
経
常
経
費

２
０
,０
０
０
円

（
イ
）
光
熱
水
費

２
０
,０
０
０
円

イ
　
政
治
活
動
費

３
８
４
,９
７
３
円

（
ア
）
組
織
活
動
費

１
２
５
,４
７
３
円

（
ウ
）
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

２
５
９
,５
０
０
円

ｂ
　
宣
伝
事
業
費

２
５
９
,５
０
０
円

合
　
計

４
０
４
,９
７
３
円

政
治
資
金
規
正
法
第
17条

第
１
項

平
成
24年

１
月
１
日
か
ら
平
成
24年

12月
31日

ま
で

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

政
治
団
体
の
名
称
　
　
永
井
武
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
永
井
　
武

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
　
　
　
　
衆
議
院
議
員

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
号
か
つ
２
号
団
体

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
井
武

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
衆
議
院
議
員

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
２
４
年
１
２
月
２
０
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

四

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
１
）
収
入
総
額

０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

０
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
２
）
支
出
総
額

０
円

（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称
　
　
明
る
い
西
桂
町
を
創
る
会

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
２
４
年
１
２
月
１
４
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
１
）
収
入
総
額

３
４
２
,０
０
０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

０
円

イ
　
本
年
収
入
額

３
４
２
,０
０
０
円

（
２
）
支
出
総
額

３
４
２
,０
０
０
円

（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額

０
円

２
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

（
１
）
収
入
の
内
訳

ア
　
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

３
４
２
,０
０
０
円

１
８
人

合
　
計

３
４
２
,０
０
０
円

（
２
）
支
出
の
内
訳

ア
　
経
常
経
費

３
４
２
,０
０
０
円

（
ウ
）
備
品
・
消
耗
品
費

３
４
２
,０
０
０
円

合
　
計

３
４
２
,０
０
０
円

政
治
団
体
の
名
称
　
　
西
桂
維
新
の
会

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
２
４
年
１
２
月
１
４
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
１
）
収
入
総
額

３
９
０
,０
０
０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

０
円

イ
　
本
年
収
入
額

３
９
０
,０
０
０
円

（
２
）
支
出
総
額

３
９
０
,０
０
０
円

（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額

０
円

２
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

（
１
）
収
入
の
内
訳

ア
　
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

３
９
０
,０
０
０
円

２
２
人

合
　
計

３
９
０
,０
０
０
円

（
２
）
支
出
の
内
訳

ア
　
経
常
経
費

３
９
０
,０
０
０
円

（
ウ
）
備
品
・
消
耗
品
費

２
９
５
,０
０
０
円

（
エ
）
事
務
所
費

９
５
,０
０
０
円

合
　
計

３
９
０
,０
０
０
円

政
治
団
体
の
名
称
　
　
政
寿
会

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
２
４
年
１
２
月
７
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
１
）
収
入
総
額

２
２
９
,３
６
８
円

ア
　
前
年
繰
越
額

２
２
９
,３
６
８
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
２
）
支
出
総
額

２
２
９
,３
６
８
円

（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額

０
円

２
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

（
２
）
支
出
の
内
訳

ア
　
経
常
経
費

７
３
,６
９
８
円

（
ウ
）
備
品
・
消
耗
品
費

７
３
,６
９
８
円

イ
　
政
治
活
動
費

１
５
５
,６
７
０
円

（
ウ
）
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

１
５
５
,６
７
０
円

ｂ
　
宣
伝
事
業
費

１
５
５
,６
７
０
円

合
　
計

２
２
９
,３
６
８
円

政
治
団
体
の
名
称
　
　
風
間
よ
し
み
後
援
会

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
２
５
年
１
月
７
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
１
）
収
入
総
額

０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

０
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
２
）
支
出
総
額

０
円



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

五

（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称
　
　
健
友
会

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
２
５
年
２
月
１
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
１
）
収
入
総
額

０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

０
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
２
）
支
出
総
額

０
円

（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称
　
　
青
泉
会

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
２
５
年
１
月
１
８
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
１
）
収
入
総
額

０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

０
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
２
）
支
出
総
額

０
円

（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称
　
　
前
親
会

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
２
５
年
１
月
９
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
１
）
収
入
総
額

０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

０
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
２
）
支
出
総
額

０
円

（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称
　
　
内
藤
武
寛
後
援
会
（
清
武
会
）

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
２
５
年
１
月
１
６
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
１
）
収
入
総
額

７
２
４
円

ア
　
前
年
繰
越
額

７
２
４
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
２
）
支
出
総
額

７
２
４
円

（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額

０
円

２
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

（
２
）
支
出
の
内
訳

ア
　
経
常
経
費

７
２
４
円

（
ウ
）
備
品
・
消
耗
品
費

７
２
４
円

合
　
計

７
２
４
円

政
治
団
体
の
名
称
　
　
「
松
沢
隆
一
」
後
援
会

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
２
４
年
１
２
月
２
５
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
１
）
収
入
総
額

２
４
,３
２
８
円

ア
　
前
年
繰
越
額

２
４
,３
２
８
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
２
）
支
出
総
額

０
円

（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額

２
４
,３
２
８
円

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支

に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
後
藤
ひ
と
し
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
山
梨
県
選
挙

管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
中
、
後
藤
ひ
と
し
後
援
会
の
う
ち
「
２
６，

２
２
４，

９
５
０
円
」
を

「
２
６，

９
２
５，

０
６
６
円
」
に
、「
１
５，

７
１
５，

５
３
３
円
」
を
「
１
６，

４
１
５，

６
４
９

円
」
に
、「
１
０，

４
４
４，

３
４
８
円
」
を
「
１
１，

１
４
４，

４
６
４
円
」
に
、「
１
３，

７
０
９，

１
５
５
円
」
を
「
１
４，

４
０
９，

１
５
５
円
」
に
、「
２
６，

３
７
８
円
」
を
「
２
６，

４
９
４
円
」

に
改
め
る
。

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
六
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
公
職
選
挙
法

２
６
，
２
２
４
，
９
５
０
円

２
６
，
９
２
５
，
０
６
６
円

１
０
，
４
４
４
，
３
４
８
円
１
５
，
７
１
５
，
５
３
３
円

１
６
，
４
１
５
，
６
４
９

円
１
１
，
１
４
４
，
４
６
４
円

１
３
，
７
０
９
，

１
４
，
４
０
９
，
１
５
５
円

１
５
５
円

２
６
，
３
７
８
円

２
６
，
４
９
４
円



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

六

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入

及
び
支
出
の
報
告
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

七



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

八



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

九



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

一
〇



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

一
一



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

一
二



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

一
三



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

一
四



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

一
五



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

一
六



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

一
七



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

一
八



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

一
九



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

二
〇



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

二
一



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

二
二



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

二
三



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

二
四



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

二
五



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

二
六

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番
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